
令和３年度 芦屋市霊園使用者選考委員会次第 

                   日 時：令和３年９月１４日（火） 

                       午後１時３０分～午後３時３０分 

                   場 所：霊園管理棟１階 会議室 

１． 開  会 

２． 委員紹介 

３． 報告事項 

（１）令和２年度 芦屋市霊園使用者募集結果（１２㎡未満の墓地） 

（２）令和３年度 芦屋市霊園合葬式墓地募集結果 

（３）常時募集報告（１２㎡以上の墓地） 

４． 議  題 

《諮問事項》 

（１）１２㎡未満の墓地について（案） 

《募集日程について》 

（１）１２㎡未満の墓地の申込みから使用許可までの手続の流れ 

５． そ の 他 

６． 閉  会 





【２． 委員紹介】

芦屋市霊園使用者選考委員会委員名簿 

区  分 職        名 氏  名 備 考 

芦屋市婦人会 
ｱｵｷ ﾋﾃﾞｺ  

 青木 秀子  

芦屋市民生児童委員協議会 
ｻﾄﾑﾗ ｷﾖｼ  

 里村 喜好  

芦屋市霊園協力会 
ｻﾀﾞﾕｷ ﾐﾂﾙ  

組織代表者 
定雪 満  

芦屋市佛教会 
ﾊﾅｷ ｺｳｼｭｳ  

 花木 宏修  

芦屋市ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ連絡協議会 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ  

 若林 七奈美

芦屋市自治会連合会 
ｱﾏｲ ﾕｳｲﾁ  

 天井 裕一  

市 民 公 募 市民公募委員 
ﾀｹｻｺ ﾙﾘｺ  

竹迫 留利子

市  職  員 芦屋市市民生活部長 
ﾓﾘﾀ ｱｷﾋﾛ  

森田 昭弘  

（事務局）  

芦屋市市民生活部環境課長    富松  ＴＥＬ ３８－３１０５ 

芦屋市市民生活部環境課主査 髙橋  ＴＥＬ ３８－３１０５ 

芦屋市市民生活部環境課主事 田中  ＴＥＬ ３８－３１０５ 



【３. 報告事項】

（１）令和２年度 芦屋市霊園使用者募集結果

１ 募集区分及び受付期間 

募集区分 受付期間 

(1) 

12㎡未満

随時募集  令和 2年 9月 18 日(金) ～ 令和 2年 10 月 6 日(火) 

(2) 追加募集 令和 3年 1月 6日(水) ～ 令和 3年 6月 25 日(金) 

２ 公開抽選 

募集 

区分 
日 時 場 所 

(1) 
令和２年１１月５日（木） 

午前１０時００分 

芦屋市役所東館３階 

中会議室 

３ 募集結果 

募集 

区分 

募 集 

区画数 

応  募 

区画数 

使用許可 

区 画 数 

応募 

人数 遺骨自宅保管 それ以外の方 

(1) 32 区画 20 区画 20 区画 99 人 37人（13人） 62 人（7 人）

(2) 12 区画 2 区画  2 区画  5 人 

合  計 22 区画 22 区画 104 人 

（ ）内は当選人数 



【３． 報告事項】

（２）令和３年度 芦屋市霊園合葬式墓地使用者募集結果

 受付件数：１，１１４件 （９月１日時点） 

申  込  要  件 

納骨方法 

合計 
直接 

合葬方式 

安置後 

合葬方式 

芦屋市霊園 

使用者以外 

芦屋市民 

焼骨所持・他墓所等からの改葬
２０９  

(１４２) 

７１  

(４８) 

２８０ 

(１９０) 

生前申込 
７５７  

(２７５) 

７５７ 

(２７５) 

芦屋市民以外 
芦屋市民であった親族の焼骨

所持 

１２ 

(８) 

５ 

(０) 

１７ 

(８) 

芦屋市霊園 

使用者 
 一般墓地改葬・生前申込 

６０  

(０) 

６０ 

(０) 

合計 
１，０３８ 

(４２５) 

７６ 

(４８) 
１，１１４ 

(４７３) 

（ ）内は，上記受付のうち，９月１日付け使用許可書交付件数，合計４７３件。 



【３． 報告事項】

（３）常時募集（１２㎡以上）の報告

 １ 募集区分及び受付期間 

募集区分 受付期間 

12 ㎡以上 常時募集    令和 2年 9月 18 日（金） ～ 

２ 募集結果 令和 3年 8月末時点 

募 集 

区画数 

応  募 

区画数 

使用許可 

区 画 数 

応募 

人数 遺骨自宅保管 それ以外の方 

29 区画 3 区画 2 区画 3 人 

合 計 3 区画 2 区画 3 人 

※１名申込みキャンセル

３ 常時募集墓地区画一覧表 令和 3年 9月 1日時点 

№ 
募 集 墓 地 

使用料（永代） 
維持管理費 

（年間） 区画番号 面積（㎡） 

※ 1 12-6-0018 13.00 14,625,000 15,860 

※ 2 12-6-0045 12.00 13,500,000 14,640 

3 16-3-0004 12.00 18,000,000 14,640 

4 21-1-0013 52.00 78,000,000 63,440 

5 21-1-0031 30.00 45,000,000 36,600 

6 24-3-0032 12.00 18,000,000 14,640 

7 24-3-0133 12.00 18,000,000 14,640 

8 25-3-0008 15.00 22,500,000 18,300 

9 25-3-0020 12.00 18,000,000 14,640 

10 25-3-0039 12.00 18,000,000 14,640 



【３． 報告事項】

№ 
募 集 墓 地 

使用料（永代） 
維持管理費 

（年間） 区画番号 面積（㎡） 

11 25-3-0042 12.00 18,000,000 14,640 

12 25-3-0044 12.00 18,000,000 14,640 

13 41-2-0026 21.00 31,500,000 25,620 

14 41-2-0041 20.00 30,000,000 24,400 

15 41-2-0050 21.00 31,500,000 25,620 

16 41-3-0077 13.00 19,500,000 15,860 

17 41-3-0082 12.00 18,000,000 14,640 

18 43-3-0016 12.00 18,000,000 14,640 

19 43-3-0020 12.00 18,000,000 14,640 

20 43-3-0026 12.00 18,000,000 14,640 

21 61-3-0037 12.00 18,000,000 14,640 

22 61-3-0044 14.00 21,000,000 17,080 

23 61-3-0048 12.00 18,000,000 14,640 

24 61-3-0057 12.00 18,000,000 14,640 

25 61-3-0067 14.00 21,000,000 17,080 

26 61-3-0087 12.00 18,000,000 14,640 

27 61-3-0114 12.00 18,000,000 14,640 

28 62-2-0033 22.00 33,000,000 26,840 

29 62-2-0051 20.00 30,000,000 24,400 

30 63-3-0200 12.00 18,000,000 14,640 

31 64-3-0018 12.00 18,000,000 14,640 

※ 芝生墓地                ／            追加返還分 





【４. 議題】 

《諮問事項》 

（１）12㎡未満の墓地について（案）          ・・・１

① 募集墓地区画                ・・・１ 

② 申込みできる方               ・・・３ 

③ 複数回当選されなかった方への配慮      ・・・４ 

④ 当選者等の決定               ・・・４ 

⑤ 追加募集                  ・・・５  

⑥ 遵守事項                  ・・・６ 

《募集日程について》 

（１）12㎡未満の墓地の申込みから使用許可までの手続きの流れ 

                            ・・・7 

【参考資料】 令和 3年度 芦屋市霊園使用者募集案内 
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《諮問事項》 

（１）12㎡未満の墓地について（案） 

① 募集墓地区画

○募集墓地区画数及び使用料（２８区画） 

種  別 面    積 区画数 １㎡当たり使用料(区分) 使用料（永代） 

普通霊園 

 1.10 ㎡～ 

4.00 ㎡ 
１１ 

75万円 

(1 ㎡～6㎡未満) 

82万 5,000 円～ 

300 万円 

6.00 ㎡ １１ 
112 万 5千円 

(6 ㎡～12㎡未満) 
675 万円 

芝生墓地 
 4.50 ㎡～ 

   6.40 ㎡ 
 ６ 112万 5千円 

506万 2,500円～ 

720 万円 

○募集墓地区画一覧 

NO 区画番号 面積(㎡) 使用料（永代）(円) 年間維持費(円) 備 考 

1 16-5-1070 1.14 855,000 1,390 再貸付 

2 16-5-2070 1.14 855,000 1,390 再貸付 

3 17-5-0401 1.10 825,000 1,342 再貸付 

4 17-5-0441 1.50 1,125,000 1,830 再貸付 

5 19-5-0032 4.00 3,000,000 4,880 再貸付 

6 19-5-0072 4.00 3,000,000 4,880 再貸付 

7 28-5-0002 4.00 3,000,000 4,880 再貸付 

8 31-4-0035 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

9 33-4-0115 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 
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NO 区画番号 面積(㎡) 使用料（永代）(円) 年間維持費(円) 備 考 

10 43-4-0194 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

11 43-5-0059 4.00 3,000,000 4,880 再貸付 

12 51-6-0025 6.40 7,200,000 7,808 再貸付・芝 

13 51-6-0036 5.25 5,906,250 6,405 再貸付・芝 

14 51-6-0051 4.50 5,062,500 5,490 再貸付・芝 

15 51-6-0059 4.50 5,062,500 5,490 再貸付・芝 

16 51-6-0164 4.50 5,062,500 5,490 再貸付・芝 

17 51-6-0306 4.50 5,062,500 5,490 再貸付・芝 

18 52-5-0027 4.00 3,000,000 4,880 再貸付 

19 52-4-0043 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

20 52-4-0139 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

21 53-4-0032 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

22 53-4-0034 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

23 53-4-0104 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

24 63-4-0056 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

25 63-4-0118 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

26 63-4-0192 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

27 64-5-0350 4.00 3,000,000 4,880 再貸付 

28 71-5-0118 4.00 3,000,000 4,880 再貸付 
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② 申込みできる方 

申込みをされる方は，次のア～エすべての項目に当てはまることが必要です。 

ア 令和３年１１月２６日（金）までに１年以上（令和２年１１月２５日（水）

以前から）継続して，芦屋市内に住所（住民登録をしていること。）を有して

いること。 

イ 既に，芦屋市霊園墓地の使用許可を受けていないこと。（合葬式墓地の生前

申込者を含む） 

ウ 使用許可後１年以内に施設の使用設備（墓石，巻石等）を設置できること。 

エ 使用料を納付書発行後，概ね１か月以内（令和４年２月２１日（月）まで）

に一括納入できること。 
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③ 複数回当選されなかった方への配慮 

過去５年間に４回以上応募し，そのいずれにも当選されなかった方（補欠当選

者及び落選者）は，２区画申込みできるものとします。ただし，その回数には

追加募集は含みません。 

④ 当選者等の決定 

ア 当選者の決定方法 

・応募者が１名の墓地について 

その応募者に決定します。 

・応募者が２名以上の墓地について 

抽選とします。 

ただし，「芦屋市霊園に埋蔵する遺骨を自宅等にお持ちの方」（※）を優

先とし，それでも重複した場合は，その方々のみで抽選とします。 

※「芦屋市霊園に埋蔵する遺骨を自宅等にお持ちの方」とは，墓地や納骨堂
に埋蔵もしくは収蔵したことがない遺骨を自宅等に保管している方（埋火葬
許可証があること）をいいます。 
なお，他の墓地等からの改葬または分骨による申込みの方は，優先の対象と
はなりません。 
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イ 補欠当選者の決定方法 

抽選時に申込区画ごとに，抽選で１名の補欠当選者を決定します。 

当選者に辞退があれば繰り上げ当選となります。 

⑤ 追加募集 

ア 募集墓地区画 

前記募集での空墓地です。 

イ 申込みできる方 

3 ページに記載の「②申込みできる方」と同じ条件とします。 

ただし，「ア令和 3年１１月２６日（金）までに 1年以上継続して」を「申

込日を基準日に１年以上継続して」と読み替えます。 

ウ 前記募集で当選されなかった方の優先 

受付開始から３日間は，前記募集で当選されなかった方（補欠当選者及び落

選者）のみを対象に受付けします。 

エ 当選者等の決定 

先着順とします。 

ただし，同一の申込日に複数の申込者があった場合は前記募集と同様に抽選

で当選者及び１名の補欠当選者を決定します。なお，「芦屋市霊園に埋蔵す

る遺骨を自宅等にお持ちの方」の優先はありません。 
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⑥ 遵守事項 

ア 申込みは，１世帯１墓地（区画）とします。 

イ １墓地（区画）に，２通以上の申込みはできません。 

ウ 同一被埋葬者（遺骨）に対して２名以上の申込みはできません。 
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《募集日程について》 

（１）12㎡未満の墓地の申込みから使用許可までの手続きの流れ 

募集案内の配布 令和 3年 11 月 1 日(月)～ 

申込受付 令和 3年 11 月 8 日(月)～11 月 26 日(金) 

（11 月 26 日当日消印有効） 

芦屋市霊園事務所まで郵送してください。 

受付後，申込者宛に受付結果通知書（はがき）をお送りしま

す。（12 月 6 日(月)頃発送） 

公開抽選 令和 3年 12 月 17 日(金) 午前 10 時 00 分 

場所：芦屋市霊園管理棟 1階 会議室 （参加自由） 

抽選結果の通知 令和 3年 12 月 24 日(金)頃 

申込者宛に抽選結果を封書でお知らせします。 

使用許可申請 令和 4年 1月 14 日(金)～21 日(金) 

場所：芦屋市霊園管理棟 2階 芦屋市霊園事務所 

使用料の納付 納付期限：令和 4年 2月 21 日(月) 

 芦屋市の指定する金融機関で，一括でお支払いください。 

使用料は永代です。 

使用許可・ 

維持費納付 

令和 4年 4月 1日(金) 

霊園使用許可書を郵送します。 

霊園使用許可書交付後，墓地を使用することができます。 

4 月 1 日付けで令和 4年度の維持費を請求します。 

墓石・巻石等建立 建立期限：令和 5年 3月 31 日(金) 

 使用許可後 1年以内に施設の使用設備（墓石，巻石等）を建

立してください。 

追 加 募 集 

（予   定） 

令和 4年 2月 2日(水) ～令和 4年 6月 24 日(金) 

上記募集終了後，空墓地がある場合は追加募集を行います。

ただし，令和 4年 2月 4日(金)までは上記募集の補欠当選者

及び落選者のみを対象に受付けします。 



令和３年度 芦屋市霊園使用者選考委員会 諮問事項 概要版 

募集墓地区画 申込みできる方 申込時の配慮等 当選者等の決定方法 当選者等決定時の優先 遵守事項 

12
㎡
未
満
の
墓
地
に
つ
い
て(

案)
 

〇普通墓地 
・区画数 22区画 
・面 積 1.10～6.00 ㎡ 
・使用料（永代） 

82万 5,000 円～675 万円 
・1㎡当たり使用料 
1～ 6 ㎡未満 75万円 
6～12㎡未満 112 万 5千円 

〇芝生墓地 
・区画数 6 区画 
・面 積 4.50～6.40 ㎡ 
・使用料（永代） 
506万 2,500円～720 万円 

・1㎡当たり使用料 
112 万 5千円 

次のア～エすべての項目に
当てはまることが必要 
ア 令和 3年 11月 26日(金)ま
でに 1 年以上（令和 2 年 11
月 25日以前から）継続して，
芦屋市内に住所（住民登録を
していること。）有している
こと。 

イ 既に芦屋市霊園墓地の使用
許可を受けていないこと。 
（合葬式墓地の生前申込者を
含む）

ウ 使用許可後 1 年以内に施設
の使用設備（墓石，巻石等）
を設置できること。 

エ 使用料を納付書発行後，概
ね 1か月以内（令和4年 2月
21日(月)まで）に一括納入で
きること。 

過去 5 年間に４回以上応募
し，そのいずれにも当選されな
かった方（補欠当選者及び落選
者）は 2区画申込み可能。 
ただし，その回数には追加募
集は含まない。 

ア 当選者の決定方法 
・応募者が 1名の墓地について 
その応募者に決定。 
・応募者が 2名以上の墓地につ
いて抽選。 

イ 補欠当選者の決定方法 
抽選時に申込区画ごとに，抽
選で1名の補欠当選者を決定 
当選者に辞退があれば繰り
上げ当選となる。 

「芦屋市霊園に埋蔵する遺
骨を自宅等にお持ちの方」（※）
を優先とし，それでも重複した
場合は，その方々のみで抽選。 

ア 申込みは，1世帯 1墓地（区
画） 

イ 1 墓地（区画）には 2通以上
の申込みは不可。 

ウ 同一被埋葬者（遺骨）に対し
て 2名以上の申込みは不可。 

追
加
募
集

上記募集での空墓地。 上記と同じ。ただし，「ア 令
和 3 年 11 月 26 日(金)までに
1 年以上継続して」を「申込日
を基準日に 1年以上継続して」
と読み替える。 

受付開始から3日間は，上記
募集で当選されなかった方(補
欠当選者及び落選者)のみを対
象に受付。 

先着順。ただし，同一の申込
日に複数の申込者があった場
合は区画ごとに抽選で当選者
及び1名の補欠当選者を決定。 

 ア 申込みは，1世帯 1墓地（区
画） 

イ 1 墓地（区画）には 2通以上
の申込みは不可。 

※「芦屋市霊園に埋蔵する遺骨を自宅等にお持ちの方」とは，墓地や納骨堂に埋蔵もしくは収蔵したことがない遺骨を自宅等に保管している方（埋火葬許可証があること）をいう。  


